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【機構の概要】
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１．名 称 ： 原子力損害賠償・廃炉等支援機構

２．設立年月日 ： 平成23年9月12日（登記申請日）

３．設立根拠法 ： 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成23年法律第94号）

（特別の法律に基づく認可法人）

４．所 在 地 ： 本部：東京都港区赤坂1－11－44 赤坂インターシティ11階

５．代 表 者 ： 理事長 山名 元
（京都大学名誉教授･前国際廃炉研究開発機構理事長）

６．役 職 員 数 ： 役 員 理事長 １名、副理事長 １名、理事 ５名、監事 １名

職 員 １１０名 （賠償部門 47名、廃炉部門 63名）

（令和７年６月30日現在）

７．資 本 金 ： 140億円 （内訳） 政府出資‥‥‥‥‥‥‥70億円

原子力事業者等12社‥‥70億円



【機構の目的】

【目的】

１．当機構は、平成23年9月12日に、原子力損害賠償支援機構法に基づき原子力損害賠償
支援機構の名称で、大規模な原子力損害が発生した場合において、原子力事業者の損害
賠償のために必要な資金の交付等の業務を行うことにより、原子力損害賠償の迅速かつ
適切な実施及び電気の安定供給等の確保を図ることを目的として、設立されました。

２．平成26年8月18日からは、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行に
伴い、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組し、従来からの賠償支援に加え、廃炉等
の適切かつ着実な実施の確保を図ることを目的として、新たに廃炉等を実施するために
必要な技術に関する研究及び開発、助言、指導及び勧告の業務も行っています。

【沿革】

・平成23年8月10日「原子力損害賠償支援機構法」施行

・平成23年9月12日 同法に基づき「原子力損害賠償支援機構」設立

・平成26年8月18日「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」施行

同法に基づき「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改組
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【機構の主な業務（賠償部門）】

●運営委員会（機構法第１４条により設置）の議決

機構の業務に関するもののうち、次のものについては運営委員会の議決を経ること

となっております。

・資金援助及び負担金の額等の決定

・特別事業計画の作成

・定款の変更

・業務方法書の作成及び変更

・予算及び資金計画の作成又は変更

・決算 等

4

・負担金の収納業務

機構の業務に要する費用として、原子力事業者から負担金の収納を行う。

・資金援助業務

原子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助を必要とするときは、機構は、

運営委員会の議決を経て、資金援助（資金の交付、株式の引受け、融資、社債の

取得等）を行う。

・情報提供業務

損害賠償の円滑な実施を支援するため、被害者からの相談に応じ必要な情報の提供

及び助言を行う。



【機構の主な業務（廃炉部門）】

●廃炉等技術委員会（機構法第２２条の２により設置）の議決

機構の廃炉等に関する業務のうち、次のものについては廃炉等技術委員会の議決を

経ることとなっております。

・廃炉等技術研究開発業務実施方針

・その他
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・廃炉等を実施するために必要な研究及び開発

特定原子力施設の廃炉等の実施に必要な研究開発を、計画的に進める観点から、企画、

調整及び管理業務を行う。

・廃炉等積立金管理

特定原子力施設の廃炉等の確実な実施を確保するため、特定原子力施設の廃炉等を行う

原子力事業者から機構に積み立てられた廃炉に必要な資金を管理する。

・廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るための助言、指導及び勧告

適正かつ着実な廃炉等の実施を確保する観点から、燃料デブリ取り出し等の中長期的な

課題に関して技術的検討を行うとともに、原子力事業者等の関係機関に対して当該検討

内容を提示するなど、必要な助言、指導及び勧告を行う。

・廃炉等に関する情報の提供

特定原子力施設の廃炉等に関する情報について、幅広く国内外に提供する。



【沿革①】

備考出来事年月日

東日本大震災発生
東京電力福島第一原子力発電所において事故発生（12日には水素爆発）

平成23年
3月11日

原子力損害賠償紛争審査会設置4月11日

福島第1原発から半径20キロ圏内を警戒区域に指定4月21日

東京電力による仮払い開始（避難・屋内退避住民、農林漁業者、中小企業者）4月26日～

「原子力損害賠償に係る国の支援のお願い」を東電が政府に提出

5月10日

「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」
を政府が決定

5月13日

原子力損害賠償支援機構法案 閣議決定（第177回国会提出・8月3日可決成立）6月14日

8/5 「中間指針」本賠償の支払いのための受付開始9月12日～

10/3 東京電力に関する経営財務調査委員
会による委員会報告

原子力損害賠償支援機構 業務開始9月26日

政府は東電の緊急特別事業計画を認定し、機構を通じた8,909億円の支援を決定11月4日

交付国債2兆円発行（12月9日3兆円発行 累計5兆円）11月8日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（5,587億円）11月15日

12/6 中間指針追補政府は東電の緊急特別事業計画（改定）を認定し、機構を通じた6,894億円の支援を決定
平成24年
2月13日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,049億円）3月27日

平成23年度負担金の決定（一般負担金815億円）3月30日

①賠償額に上限を設けない
②福島原発の状態の安定化に全力を尽くす
③電力の安定供給、設備等の安全性確保に必要な経費の確保
④経営合理化と経費削減
⑤第三者委員会の経営財務調査に応じる
⑥全てのステークホルダーに協力を求める

①賠償額に上限を設けない
②福島原発の状態の安定化に全力を尽くす
③電力の安定供給、設備等の安全性確保に必要な経費の確保
④経営合理化と経費削減
⑤第三者委員会の経営財務調査に応じる
⑥全てのステークホルダーに協力を求める
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備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（2,186億円）
平成24年
4月23日

3/16 中間指針第二次追補政府は東電の総合特別事業計画を認定し、機構を通じた8,459億円の追加賠償支援、
及び1兆円の資本注入を決定

5月 9日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（466億円）5月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（809億円）6月29日

東電が避難指示区域の見直しに伴う賠償基準を公表7月24日

電気料金値上げの認可（平均8.46％）7月25日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,071億円）7月26日

機構が1兆円の株式引受7月31日

金融機関が融資実行8月 1日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,551億円）8月21日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（547億円）9月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（497億円）10月24日

東電が「再生への経営方針」を公表11月 7日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（932億円）11月27日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（292億円）12月18日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（2,503億円）12月27日

１/30 中間指針第三次追補交付国債を一部償還し東電へ資金交付（2,717億円）
平成25年
1月2２日

政府は東電の総合特別事業計画（改定）を認定し、機構を通じた6,968億円の追加賠償支援を決定2月 4日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（2,106億円）2月22日

平成24年度負担金の決定（一般負担金約1,008億円）3月29日
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【沿革②】



備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（2,235億円）
平成25年
4月18日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,549億円）5月21日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,151億円）6月24日

政府は東電の総合特別事業計画（第2次改定）を認定し、機構を通じた6,662億円の追加賠償支援を
決定

6月25日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（732億円）7月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,762億円）8月21日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（741億円）9月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（481億円）10月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,192億円）11月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,421億円）12月24日

25/12/26 中間指針第四次追補
政府は新・総合特別事業計画を認定し、機構を通じた9,995億円の追加賠償支援を決定

平成26年
1月15日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,180億円）1月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,456億円）2月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（657億円）3月24日

平成25年度負担金の決定 （一般負担金 1,630億円, 特別負担金 271億円）3月28日
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【沿革③】



備考出来事年月日

交付国債４兆円発行（累計９兆円）
平成26年
4月18日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,918億円）4月23日

平成25年度特別負担金額を500億円に変更4月30日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,759億円）5月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（894億円）6月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,055億円）7月24日

政府は新・総合特別事業計画の変更を認定し、機構を通じた5,125億円の追加賠償支援を決定8月8日

原子力損害賠償・廃炉等支援機構へ改組
廃炉関係事業の追加

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の施行8月18日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（175億円）8月21日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,085億円）9月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（88億円）10月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（738億円）11月25日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（755億円）12月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（783億円）
平成27年
1月22日

新・総合特別事業計画（改訂版）の骨子を公表2月9日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（747億円）2月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（446億円）3月23日

政府は平成26年度原子力損害賠償・廃炉等支援機構交付金を機構へ交付（350億円）3月27日

平成26年度負担金の決定 （一般負担金 1,630億円, 特別負担金 600億円）3月31日
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【沿革④】



備考出来事年月日

政府は新・総合特別事業計画の変更を認定し、機構を通じた6,348億円の追加賠償支援を決定
平成27年
4月15日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（820億円）4月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（559億円）5月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,587億円）6月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（326億円）7月23日

政府は新・総合特別事業計画の変更を認定し、機構を通じた9,502億円の追加賠償支援を決定7月28日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（738億円）8月21日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（4,118億円）9月28日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（598億円）10月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（849億円）11月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（567億円）12月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（134億円）
平成28年
1月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（595億円）2月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,236億円）3月24日

政府は平成27年度原子力損害賠償・廃炉等支援機構交付金を機構へ交付（350億円）3月25日

政府は新・総合特別事業計画の変更を認定し、機構を通じた5,831億円の追加賠償支援を決定3月31日

平成27年度負担金の決定（一般負担金1,630億円、特別負担金700億円）3月31日
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【沿革⑤】



備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（502億円）
平成28年
4月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（629億円）5月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（852億円）6月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（561億円）7月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（315億円）8月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,041億円）9月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（444億円）10月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（399億円）11月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（3,997億円）12月26日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（338億円）
平成29年
1月25日

政府は新・総合特別事業計画の変更を認定し、機構を通じた7,078億円の追加賠償支援を決定1月31日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（464億円）2月22日

新々総合特別事業計画の骨子を公表3月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,876億円）3月23日

政府は平成28年度原子力損害賠償・廃炉等支援機構交付金を機構へ交付（350億円）3月24日

平成28年度負担金の決定（一般負担金1,630億円、特別負担金1,100億円）3月31日
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【沿革⑥】



備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（382億円）
平成29年
4月24日

政府は新々・総合特別事業計画（第三次計画）を認定し、機構を通じた978億円の追加賠償支援を
決定

5月18日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（456億円）5月24日

交付国債4.5兆円発行（累計13.5兆円）6月1日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,648億円）6月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（307億円）7月24日

政府は新々・総合特別事業計画（第三次計画）の変更を認定し、機構を通じた１兆2,405億円の追
加賠償支援を決定

7月26日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（349億円）8月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（713億円）9月22日

廃炉等積立金管理業務の追加改正・原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の施行10月1日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（214億円）10月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（289億円）1１月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（281億円）12月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（2,935億円）
平成30年
1月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（384億円）2月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（981億円）3月22日

平成29年度負担金の決定（一般負担金1,630億円、特別負担金700億円）3月30日
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【沿革⑦】



備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（304億円）
平成30年
4月2３日

政府は新々・総合特別事業計画（第三次計画）の変更を認定し、機構を通じた6,848億円の追加賠
償支援を決定

4月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（98億円）5月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（931億円）6月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（134億円）7月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（133億円）8月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（2,272億円）9月25日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（112億円）10月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（158億円）11月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,071億円）12月25日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（106億円）
平成31年
1月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（208億円）2月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,976億円）3月22日

平成30年度負担金の決定（一般負担金1,630億円、特別負担金500億円）3月29日
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【沿革⑧】



備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（199億円）
平成31年
4月1日

政府は新々・総合特別事業計画（第三次計画）の変更を認定し、機構を通じた5,777億円の追加賠
償支援を決定

4月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（173億円）4月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（60億円）5月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（688億円）6月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（147億円）7月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（160億円）8月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,269億円）9月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（121億円）10月23日

政府は新々・総合特別事業計画（第三次計画）の変更を認定し、機構を通じた3,861億円の追加賠
償支援を決定

10月25日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（104億円）11月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（684億円）12月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（140億円）
令和2年
1月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（286億円）2月25日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,169億円）3月25日

令和元年度負担金の決定（一般負担金1,630億円、特別負担金500億円）3月31日
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【沿革⑨】



備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（259億円）
令和2年
4月1日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（85億円）4月22日

政府は新々・総合特別事業計画（第三次計画）の変更を認定し、機構を通じた5,287億円の追加賠
償支援を決定

4月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（113億円）5月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（331億円）6月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（34億円）7月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（112億円）8月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（508億円）9月25日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（129億円）10月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（206億円）11月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（487億円）12月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（45億円）
令和3年
1月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（173億円）2月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（2,732億円）3月24日

令和２年度負担金の決定（一般負担金1,935億円、特別負担金500億円）3月31日
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【沿革⑩】



備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（210億円）
令和3年
4月1日

政府は新々・総合特別事業計画（第三次計画）の変更を認定し、機構を通じた4,394億円の追加賠
償支援を決定

4月21日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（64億円）4月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（55億円）5月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（344億円）6月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（122億円）7月26日

第四次総合特別事業計画の認定8月4日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（77億円）8月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（575億円）9月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（74億円）10月22日

政府は第四次総合特別事業計画の変更を認定し、機構を通じた1,802億円の追加賠償支援を決
定

10月26日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（116億円）11月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（331億円）12月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（27億円）
令和4年
1月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（197億円）2月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,909億円）3月24日

令和３年度負担金の決定（一般負担金1,947億円、特別負担金400億円）3月31日
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【沿革⑪】



備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（69億円）
令和4年
4月1日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（66億円）4月22日

政府は第四次総合特別事業計画の変更を認定し、機構を通じた846億円の追加賠償支援を決定4月27日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（80億円）5月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（237億円）6月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（20億円）7月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（221億円）8月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（228億円）9月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（107億円）10月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（97億円）11月24日

4/12/20 中間指針第五次追補交付国債を一部償還し東電へ資金交付（700億円）12月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（47億円）
令和5年
1月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（210億円）2月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,018億円）3月22日

令和４年度負担金の決定（一般負担金1,947億円、特別負担金0円）3月31日
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【沿革⑫】



備考出来事座年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,892億円）
令和5年
4月3日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（858億円）4月24日

政府は第四次総合特別事業計画の変更を認定し、機構を通じた6,173億円の追加賠償支援を決
定

4月26日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（195億円）5月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（93億円）9月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（538億円）10月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（50億円）11月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（1,138億円）12月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（749億円）
令和6年
1月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（50億円）2月22日

令和５年度負担金の決定（一般負担金1,947億円、特別負担金2,300億円）3月29日
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【沿革⑬】



備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（101億円）
令和6年
4月1日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（37億円）4月24日

政府は第四次総合特別事業計画の変更を認定し、機構を通じた2,141億円の追加賠償支援を決
定

4月26日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（284億円）5月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（316億円）6月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（157億円）7月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（157億円）8月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（202億円）9月24日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（101億円）10月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（108億円）11月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（430億円）12月23日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（127億円）
令和7年
1月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（265億円）2月25日

政府は第四次総合特別事業計画の変更を認定し、機構を通じた1,767億円の追加賠償支援を決
定

3月17日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（352億円）3月24日

令和６年度負担金の決定（一般負担金1,947億円、特別負担金600億円）3月31日

交付国債1.9兆円発行（累計15.4兆円）3月31日
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【沿革⑭】



備考出来事年月日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（186億円）
令和7年
4月1日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（48億円）4月23日

令和６年度負担金の変更（特別負担金600億円→700億円）4月30日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（76億円）5月22日

交付国債を一部償還し東電へ資金交付（116億円）6月23日
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【沿革⑮】



【機構の財務①】

資本金等

●資本金：１４０億円（政府 ７０億円、原子力事業者等12社 ７０億円）

●負担金：一般負担金（各原子力事業者による機構の業務に係る費用に対する負担金、

平成23年度815億円、24年度約1,008億円、25年度～令和元年度各1,630億円、2年度1,935億円、

3年度～6年度各1,947億円）

特別負担金（特別資金援助を受けた原子力事業者による追加的負担金、

平成23～24年度各0円、25年度500億円、26年度600億円、27年度700億円、28年度1,100億円、

29年度700億円、30年度～令和2年度各500億円、3年度400億円、4年度0円、5年度2,300億円、

6年度700億円）

●借入等：市中からの政府保証付きの借り入れや政府保証債券の発行による資金調達
※政府保証枠については、毎年度の一般会計予算総則に規定

（政府保証枠：平成24年度～令和7年度 各4兆円）

●交付国債：賠償のための資金交付の原資として国から交付される国債
【交付額：15.4兆円（平成23年度5兆円、平成26年度＋4兆円、平成29年度＋4.5兆円、令和6年度＋1.9兆円）】
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財 源主な使途目 的資金援助措置

積立金（機構）
交付国債の償還金

被害者への賠償
賠償の迅速かつ
適切な実施

電気の安定供給
の確保等

資金交付
（特別資金援助）

政府保証債の発行等による調達資金（機構）
積立金（機構）

資本充実株式の引受け

資金繰りの確保

資金の貸付け

社債等の取得

債務保証

（参考）資金援助の各措置の目的・主な使途及び財源（イメージ）



(資産の部)
Ⅰ 流動資産

現金及び預金 3,741
未収金等 23,122

流動資産合計 26,863

Ⅱ 固定資産
資金援助事業資産
交付国債 19,941
原子力事業者株式 10,000
固定資産 4
投資その他資産 3,980

固定資産合計 33,926

資産合計 60,790

(負債の部)
Ⅰ 流動負債

機構債 3,001
短期借入金 2,000
未払金等 20,518
未払国庫納付金 3,064

流動負債合計 28,584

Ⅱ 固定負債
交付国債見返 19,941
機構債 5,000
その他 7,124

固定負債合計 32,066

負債合計 60,650

（純資産の部）
Ⅰ 資本

資本金
政府出資金 70
民間出資金 70

資本金合計 140

純資産合計 140

負債及び純資産合計 60,790

第１４期決算 貸借対照表
令和7年3月31日 単位：億円

【機構の財務②】
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うち、
・交付国債未償還額 20,290
・一般負担金 1,946
・特別負担金 700

うち、
・資金交付 20,476

・当期純利益 3,064

・東電HD優先株式 10,000

・政府保証借入 2,000

(注) 計数毎に単位未満切り捨てのため、計において一致しない場合がある。

・政府保証債 8,000

・国債交付額－資金援助決定額
＝ 154,000－134,058

うち、
・廃炉等積立金 7,122



【機構の財務③】

(経常収益)
・資金援助事業収入

一般負担金収入 1,946
特別負担金収入 700
政府交付金収入 470
交付国債受贈益 3,908

・廃炉等積立金受取利息 17
・事業外収益 0

経常収益合計 7,043

(経常費用)
・資金援助事業費 3,908 
・事業諸費

調査費用等 5
外部委託費 9

・廃炉等積立金支払利息 17
・一般管理費 23
・事業外費用 14

経常費用合計 3,978

当期経常利益 3,064

税引前当期純利益 3,064

当期純利益 3,064

第１４期決算 損益計算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日 単位：億円
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・資金援助決定額 3,908

・利益処分：国庫納付 3,064

・機構債発行費 3

(注) 計数毎に単位未満切り捨てのため、計において一致しない場合がある。



政府保証
(§61)

令和7年度枠

4兆円

原子力事業者
（電力会社等）

【資金援助スキーム】

被害者・被害事業者

原子力損害
賠償・廃炉等
支援機構

投
資
家
（
金
融
機
関
等
）

借入(§60)

返済

借入等

交付国債償還
(§49)

賠償資金交付
(§41,§45)

株式引受
資金貸付

社債取得等
(§41①二三四)（注１）

資金回収

賠償金

特別負担金(§52)

負担金(§38)

国庫納付
(§59)

借入等償還

賠償請求相談(§53)情報提供等
（§53）

交付国債
償還請求
(§49)

資本金
140億円
（政府70）
（事業者70）

交付国債
15.4兆円

（注２）

・（§）は機構法の条文番号
・太矢印は今回の資金調達に関する流れ

東京電力
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発行(§60)

償還

政府

（エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定等）

政
府
保
証
債

政
府
保
証
借
入

（注１）現状では、東京電力が発行する株式の引受けのみ実施。
（注２）平成23年度５兆円 ＋ 平成26年度４兆円 ＋ 平成29年度4.5兆円 ＋ 令和６年度1.9兆円。



当機構では、平成24年度に、東京電力株式引受けのため、シンジケート・ローン方式により民間借
入（政府保証付）１兆円の資金調達（借入期間１年）を行いました。

その後、資金調達構造の安定化を図るために、資金調達手段や調達期間を多様化し、29年度から
8,000億円を政府保証債（複数年限化）、2,000億円をシンジケート・ローン（政府保証付）により
調達しています。

《平成24年度からの資金調達イメージ》

【東京電力株式引受に係る資金調達】
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調
達
方
針

1,000億円

3,000億円

1,000億円

3,000億円

年度末残高

年度末残高

・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

2,000億円

8,000億円

1Y

1Y　

1Y

1Y　

3Y

4Ｙ

2Ｙ 3Y

4Ｙ 2Ｙ

令和8年度～

3Y

令和6年度
・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

2,000億円

8,000億円

1Y

1Y　

2Ｙ

3Y

令和5年度
・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

2,000億円

8,000億円

1Y

1Y

令和7年度

8,000億円

2,000億円

2Ｙ

2Ｙ　1,000億円

8,000億円

4Ｙ

2Ｙ2Ｙ　

8,000億円6,000億円 　8,000億円

3Y

4Ｙ

3Y

3Ｙ　1,000億円

2,000億円

8,000億円

2Y

2,000億円

4Y

2,000億円

1Ｙ 1Ｙ

　4,000億円

平成28年度

1Y

1Y

平成30年度平成26年度
・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

1Ｙ　1,000億円

・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

1Y

1Y

令和元年度

政
府
保
証
債

 ①1兆円規模の資本
注入資金を短期間で
確実に調達
 ②透明性の高い手続
きで効率的に調達

⇒金利競争入札方式
によるシンジケート・
ローンを採用

平成24年度

2Ｙ　1,500億円 2Ｙ

4Ｙ　1,500億円

1Ｙ　2,000億円 1Ｙ 1Ｙ 1Ｙ

・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

2Ｙ　1,500億円

政
府
保
証
付
借
入

　10,000億円 　4,000億円

1Ｙ　5,000億円 6Ｍ

1Ｙ　2,000億円

①借入金の一部債券
化
⇒調達コストの抑制

②３年債の導入
⇒償還年度の分散

・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

 ①借入金の一部債券
化
⇒投資家層の拡大
 （金融機関～機関投
資家全般）

 ②年限の中期化
⇒金利上昇リスクへの
対応
　 投資家ニーズへの
対応

平成29年度平成25年度

　3,000億円

1Ｙ　5,000億円     1Ｙ

平成27年度 令和4年度
・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

2,000億円

8,000億円

1Y

1Y

3Y

令和3年度

　6,000億円0 　6,000億円

4Ｙ　1,500億円

・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

1Y　

1Y

令和2年度
・前年度に引き続き、
　投資家層の拡大、 金
利リスクへの対応等を
更に推進

　4,000億円

1Ｙ　1,000億円

2,000億円7,000億円



【令和７年度の資金調達方針】

（令和７年度末残高見込）（令和７年度発行額）（令和６年度発行額）

１，５００億円１，５００億円－２年債

３，５００億円１，５００億円１，０００億円３年債

３，０００億円－１，５００億円４年債

８，０００億円３，０００億円２，５００億円合計
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１．基本方針

２．借換イメージ

引き続き、東電株式引受のため調達した資金の（再）借換えを実施（ローン：債券＝２：８）。

・シンジケート・ローン（政府保証付）は、1,000億円（1年）×2回の調達を実施。

・機構債（政府保証債）は、３年債（1,500億円×1回） 及び２年債（1,500億円×1回）の調達を実施。

《政保債調達イメージ》

調達総額１兆円に
対する債券比率
８割



３．シ・ローン（政府保証付）調達概要

ローン ②ローン ①

１１月上旬５月２８日入札日

１１月２１日６月１３日借入日

１年１年借 入 期 間

1,000億円1,000億円借入予定額

元金償還時一括元金償還時一括利子支払い

満期一括償還満期一括償還償 還 方 法

(１) 入札日等

27

(２) 入札及び募入決定の方式

(３) その他

当機構のシ･ローン(政府保証付証書貸付債権)は、日銀の適格担保基準を満たしております（注）。また、

政府・日銀により、平成27年4月借入分から非適格担保期間及び債券譲渡禁止期間が、償還日前の3営業

日に短縮され、商品性の向上が図られています。

（注）個別に日銀の審査を経ますが、これまでの機構シ･ローンは全て適格担保と認定されています。

（注）令和７年度 アレンジャー：みずほ銀行・三井住友銀行・三菱ＵＦＪ銀行 エージェント：みずほ銀行

（参考） アレンジャー等の選定について

アレンジャー及びエージェントは、毎年度公募により選定します。なお、翌年度の支援業務委託先公募の公告は2月中

旬頃に、また、選定結果の公表は3月中旬頃に、それぞれ当機構のホームページにおいて行います。

予め入札参加登録を行った金融機関による金利競争入札・コンベンショナル方式

（注）具体的には、後述の【シ・ローン入札参加手続き】を参照のこと。



４．政府保証債調達概要

(１) 入札日等
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(２)入札及び募入決定の方法

引受会社候補によるイールドダッチ方式（表面利率を最高落札金利により決定）

(３)その他

（注）市場動向等により、入札の方法を変更することもあります。

令和７年度 受託銀行：三井住友銀行

※発行価格について

落札最高金利を基準として、表面利率及び発行価格を以下のとおり決定する。

①最高落札金利が0.001％以上となった場合：最高落札金利を表面利率とし、発行価格は額面100円当たり100円。

②最高落札金利が0％以下となった場合：表面利率を0.001％とし、これを基準に発行価格を決定。

第２６回債第２５回債

１１月中旬６月２０日入札日

１１月２７日６月２７日発行日

1,500億円1,500億円
発行額

（額面総額）

２年３年償 還 期 間

年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還満期一括償還償 還 方 法



【シ・ローン入札参加手続き】

当機構では、シンジケート・ローンによる資金調達について、入札への参加を希
望する方を、常時、募集しています。

詳細は機構ＨＰをご参照ください。

http://www.ndf.go.jp/capital/tyokobo/20160215_1.html

・入札参加登録された者に対し、アレンジャーから①資金調達の方法、②調達金額、③調

達期間、④入札実施日時等をご案内します。

・入札及び募入決定の方式

金利競争入札・コンベンショナル方式

各申し込みのうち金利の低いものからその応募額を調達予定金額に達するまで順次割
り当てます。なお、同一の金利で調達予定金額を超過する応募があった場合には、各
応募額を案分して割り当てます。

29

(参考)入札参加登録機関（令和７年３月31日現在）

合計その他保険会社地方銀行都市銀行・信託銀行等

１１４１３４８８９
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【シ・ローン入札実績①】 ※平成27年度以降

第２回第１回平成２７年度

平成27年11月20日平成27年6月11日入札日

5,815億円（2.90倍）8,031億円（4.01倍）応募総額 (応募倍率）

２，０００億円２，０００億円調達額

１年１年借入期間

０．０９９％０．０８４％落札平均金利

０．１００％０．１００％落札最高金利

６７．６２５８％３８．６６４９％落札最高金利における案分率

20先 / 113先24先 / 111先応募先数 / 登録先数

第２回第１回平成２８年度

平成28年11月18日平成28年6月9日入札日

12,781億円（6.39倍）12,906億円（6.45倍）応募総額 (応募倍率）

２，０００億円２，０００億円調達額

１年１年借入期間

０．０００％０．０００％ （※）落札平均金利

０．０００％０．００１％落札最高金利

１８．７０９０％６．０８１６％落札最高金利における案分率

16先/118先21先 /116先応募先数 / 登録先数

（※）小数第4位以下切捨て
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【シ・ローン入札実績②】

第２回第１回平成２９年度

平成29年11月13日平成29年6月8日入札日

6,210億円（6.21倍）7,610億円（7.61倍）応募総額 (応募倍率）

１，０００億円１，０００億円調達額

１年１年借入期間

０．０００％０．０００％落札平均金利

０．０００％０．０００％落札最高金利

１９．０１１４％１６．１０３０％落札最高金利における案分率

13先 /118先16先 /118先応募先数 / 登録先数

第2回第１回平成３０年度

平成30年11月14日平成30年6月7日入札日

7,171億円（7.17倍）9,250億円（9.25倍）応募総額 (応募倍率）

１，０００億円１，０００億円調達額

１年１年借入期間

０．０００％０．０００％落札平均金利

０．０００％０．０００％落札最高金利

１５．９４６４％１１．９７６０％落札最高金利における案分率

13先 /116先17先 /118先応募先数 / 登録先数
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【シ・ローン入札実績③】

第2回第１回令和元年度

令和元年11月15日令和元年6月6日入札日

8,327億円（8.32倍）7,907億円（7.90倍）応募総額 (応募倍率）

１，０００億円１，０００億円調達額

１年１年借入期間

０．０００％０．０００％落札平均金利

０．０００％０．０００％落札最高金利

１３．２８５５％１３．２３２７％落札最高金利における案分率

11先 /115先11先 /116先応募先数 / 登録先数

第2回第１回令和２年度

令和2年11月6日令和2年6月3日入札日

7,119億円（7.11倍）7,330億円（7.33倍）応募総額 (応募倍率）

１，０００億円１，０００億円調達額

１年１年借入期間

０．０００％０．０００％落札平均金利

０．０００％０．０００％落札最高金利

１５．８２５２％１５．３１３９％落札最高金利における案分率

8先 /115先10先 /115先応募先数 / 登録先数
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【シ・ローン入札実績④】

第２回第１回令和３年度

令和3年11月12日令和3年6月3日入札日

8,832億円（8.83倍）8,318億円（8.31倍）応募総額 (応募倍率）

１，０００億円１，０００億円調達額

１年１年借入期間

０．０００％０．０００％落札平均金利

０．０００％０．０００％落札最高金利

１１．７２０５％１３．３０１４％落札最高金利における案分率

11先 /113先11先 /113先応募先数 / 登録先数

第２回第１回令和４年度

令和4年11月9日令和4年6月3日入札日

7,329億円（7.32倍）8, 838億円（8.83倍）応募総額 (応募倍率）

１，０００億円１，０００億円調達額

１年１年借入期間

０．０００％０．０００％落札平均金利

０．０００％０．０００％落札最高金利

１６．５８６４％１３．２６６１％落札最高金利における案分率

12先 /113先11先 /113先応募先数 / 登録先数
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【シ・ローン入札実績⑤】

第2回第１回令和５年度

令和5年11月8日令和5年6月2日入札日

5,400億円（5.40倍）5,812億円（5.81倍）応募総額 (応募倍率）

１，０００億円１，０００億円調達額

１年１年借入期間

０．０００％０．０００％落札平均金利

０．０００％０．０００％落札最高金利

５０．００００％１８．１４２２％落札最高金利における案分率

８先 /113先８先 /113先応募先数 / 登録先数

第２回第１回令和６年度

令和6年11月7日令和6年5月29日入札日

7,830億円（7.83倍）6,750億円（6.75倍）応募総額 (応募倍率）

１，０００億円１，０００億円調達額

１年１年借入期間

０．４９０％０．２７７％落札平均金利

０．５２４％０．３４０％落札最高金利

５．００００％５０．００００％落札最高金利における案分率

13先 /114先11先 /114先応募先数 / 登録先数
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【シ・ローン入札実績⑥】

第１回令和７年度

令和7年5月28日入札日

9,150億円（9.15倍）応募総額 (応募倍率）

１，０００億円調達額

１年借入期間

０．７１４％落札平均金利

０．７４０％落札最高金利

４８．１４８１％落札最高金利における案分率

18先 /114先応募先数 / 登録先数



【政府保証債発行実績①】※平成27年度以降
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第６回債第５回債

平成２８年６月２日（木）平成２７年１０月２８日（水）入 札 日

平成２８年６月９日（木）平成２７年１１月５日（木）発 行 日

1,500億円1,500億円発行額（額面総額）

２年２年償還期間

年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還満期一括償還償還方法

0.001％
額面100円当たり100円21銭6厘
（応募者利回り -0.106％）

0.059％
額面100円当たり100円

表面利率及び発行価格

株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行募集の受託会社

シティグループ証券株式会社（代表）

大和証券株式会社

メリルリンチ日本証券株式会社

しんきん証券株式会社

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社

野村證券株式会社（代表）

大和証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

岡三証券株式会社

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社

みずほ証券株式会社

引受並びに募集の取扱者



【政府保証債発行実績②】
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第１０回債第９回債第８回債第７回債

平成29年11月20日（月）平成29年1１月９日（金）平成29年10月20日（金）平成29年６月１５日（木）入 札 日

平成29年1１月30日（木）平成29年1１月16日（木）平成29年10月31日（火）平成29年６月22日（木）発 行 日

1,000億円1,500億円1,500億円1,000億円発行額（額面総額）

３年４年２年２年償還期間

年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還満期一括償還満期一括償還満期一括償還償還方法

0.001％
額面100円当たり
100円23銭4厘

（応募者利回り -0.076％）

0.001％
額面100円当たり
100円16銭8厘

（応募者利回り -0.040％）

0.001％
額面100円当たり
100円15銭4厘

（応募者利回り -0.075％）

0.001％
額面100円当たり
100円11銭5厘

（応募者利回り -0.056％）

表面利率及び
発行価格

株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行募集の受託会社

大和証券株式会社（代表）

みずほ証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

野村證券株式会社

大和証券株式会社（代表）

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

大和証券株式会社（代表）

野村證券株式会社

みずほ証券株式会社

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券

株式会社（代表）

シティグループ証券株式会社

みずほ証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

野村證券株式会社

引受並びに
募集の取扱者



【政府保証債発行実績③】
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第12回債第11回債

平成30年5月30日（水）平成30年5月10日（木）入 札 日

平成30年6月7日（木）平成30年5月22日（火）発 行 日

1,500億円1,500億円発行額（額面総額）

２年４年償還期間

年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還満期一括償還償還方法

0.001％
額面100円当たり100円20銭4厘
（応募者利回り -0.100％）

0.001％
額面100円当たり100円17銭6厘
（応募者利回り -0.042％）

表面利率及び
発行価格

株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行募集の受託会社

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社（代表）

野村證券株式会社

大和証券株式会社

みずほ証券株式会社（代表）

野村證券株式会社

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

大和証券株式会社

東海東京証券株式会社

岡三証券株式会社

引受並びに募集の取
扱者



【政府保証債発行実績④】
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第14回債第13回債

令和元年10月18日（金）令和元年6月12日（水）入 札 日

令和元年10月30日（水）令和元年6月20日（木）発 行 日

1,500億円1,000億円発行額（額面総額）

3年２年償還期間

年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還満期一括償還償還方法

0.001％
額面100円当たり100円43銭9厘
（応募者利回り -0.144％）

0.001％
額面100円当たり100円24銭2厘
（応募者利回り -0.119％）

表面利率及び
発行価格

株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行募集の受託会社

大和証券株式会社（代表）

バークレイズ証券株式会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

大和証券株式会社（代表）

バークレイズ証券株式会社

みずほ証券株式会社

引受並びに募集の取
扱者



【政府保証債発行実績⑤】
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第16回債第15回債

令和2年11月17日（火）令和2年5月27日（水）入 札 日

令和2年11月27日（金）令和2年6月4日（木）発 行 日

1,000億円1,500億円発行額（額面総額）

3年3年償還期間

年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還満期一括償還償還方法

0.001％
額面100円当たり100円13銭8厘
（応募者利回り -0.044％）

0.001％
額面100円当たり100円34銭8厘
（応募者利回り -0.114％）

表面利率及び
発行価格

株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行募集の受託会社

みずほ証券株式会社（代表）

SMBC日興証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

岡三証券株式会社

大和証券株式会社

しんきん証券株式会社

大和証券株式会社（代表）

SMBC日興証券株式会社

BNPパリバ証券株式会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

引受並びに募集の
取扱者



【政府保証債発行実績⑥】
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第18回債第17回債

令和3年11月5日（金）令和3年6月9日（水）入 札 日

令和3年11月15日（月）令和3年6月17日（木）発 行 日

1,500億円1,000億円発行額（額面総額）

4年3年償還期間

年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還満期一括償還償還方法

0.001％
額面100円当たり100円38銭8厘
（応募者利回り -0.094％）

0.001％
額面100円当たり100円21銭8厘
（応募者利回り -0.070％）

表面利率及び
発行価格

株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行募集の受託会社

野村證券株式会社（代表）

みずほ証券株式会社

大和証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

大和証券株式会社（代表）

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

SMBC日興証券株式会社

引受並びに募集の
取扱者



【政府保証債発行実績⑦】

42

第20回債第19回債

令和4年10月20日（木）令和4年5月9日（月）入 札 日

令和4年10月27日（木）令和4年5月19日（木）発 行 日

1,500億円1,500億円発行額（額面総額）

2年4年償還期間

年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還満期一括償還償還方法

0.001％
額面100円当たり100円1銭4厘
（応募者利回り -0.005％）

0.001％
額面100円当たり100円3銭6厘
（応募者利回り -0.007％）

表面利率及び
発行価格

株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行募集の受託会社

野村證券株式会社（代表）

みずほ証券株式会社

大和証券株式会社（代表）

みずほ証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

野村證券株式会社

東海東京証券株式会社

引受並びに募集の
取扱者



【政府保証債発行実績⑧】
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第22回債第21回債

令和5年11月13日（月）令和5年5月24日（水）入 札 日

令和5年11月24日（金）令和5年6月1日（木）発 行 日

1,000億円1,500億円発行額（額面総額）

3年2年償還期間

年２回 （６月/１２月）年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還満期一括償還償還方法

0.225％
額面100円当たり100円

0.001％
額面100円当たり100円3銭5厘
（応募者利回り -0.015％）

表面利率及び
発行価格

株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行募集の受託会社

みずほ証券株式会社（代表）

SMBC日興証券株式会社

大和証券株式会社

野村證券株式会社

岡三証券株式会社

大和証券株式会社（代表）

みずほ証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

野村證券株式会社

しんきん証券株式会社

引受並びに募集の
取扱者



【政府保証債発行実績⑨】
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第24回債第23回債

令和6年10月23日（水）令和6年6月19日（水）入 札 日

令和6年10月30日（水）令和6年6月27日（木）発 行 日

1,500億円1,000億円発行額（額面総額）

４年３年償還期間

年２回（６月/１２月）年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還満期一括償還償還方法

0.600％
額面100円当たり100円

0.343％
額面100円当たり100円

表面利率及び
発行価格

株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行募集の受託会社

SMBC日興証券株式会社（代表）

みずほ証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

大和証券株式会社

東海東京証券株式会社

しんきん証券株式会社

岡三証券株式会社

大和証券株式会社（代表）

SMBC日興証券株式会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

引受並びに募集の
取扱者



【政府保証債発行実績⑩】
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第25回債

令和7年6月20日（金）入 札 日

令和7年6月27日（金）発 行 日

1,500億円発行額（額面総額）

３年償還期間

年２回 （６月/１２月）利子支払い

満期一括償還償還方法

0.804％
額面100円当たり100円

表面利率及び
発行価格

株式会社三井住友銀行募集の受託会社

三菱UFJモルガン・スタンレー株式会社（代表）

大和証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

野村證券株式会社

みずほ証券株式会社

引受並びに募集の
取扱者



参 考 資 料
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【機構法関連条文 ①】

第四十一条 原子力事業者は、賠償法第三条 の規定により当該原子力事業者が損害を賠償
する責めに任ずべき額（以下この条及び第四十三条第一項において「要賠償額」とい
う。）が賠償措置額を超えると見込まれる場合には、機構が、原子力損害の賠償の迅速か
つ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保
に資するため、次に掲げる措置（以下「資金援助」という。）を行うことを、機構に申し
込むことができる。

一 当該原子力事業者に対し、要賠償額から賠償措置額を控除した額を限度として、
損害賠償の履行に充てるための資金を交付すること（以下「資金交付」という。）。

二 当該原子力事業者が発行する株式の引受け

三 当該原子力事業者に対する資金の貸付け

四 当該原子力事業者が発行する社債又は主務省令で定める約束手形の取得

五 当該原子力事業者による資金の借入れに係る債務の保証

２ 前項の規定による申込みを行う原子力事業者は、機構に対し、次に掲げる事項を記
載した書類を提出しなければならない。

一 原子力損害の状況

二 要賠償額の見通し及び損害賠償の迅速かつ適切な実施のための方策

三 資金援助を必要とする理由並びに実施を希望する資金援助の内容及び額

四 事業及び収支に関する中期的な計画

３ 廃炉等を実施する原子力事業者が第一項の規定による申込みを行う場合には、前項
の書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

一 廃炉等の実施の状況

二 廃炉等の実施に必要な経費の見通し及び廃炉等を適正かつ着実に実施するための
体制の整備に関する事項
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【機構法関連条文 ②】

第六十条 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ（借
換えを含む。）をし、又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構債（以下「機構債」とい
う。）の発行（機構債の借換えのための発行を含む。）をすることができる。この場合に
おいて、機構は、機構債の債券を発行することができる。

２ 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなけ
ればならない。

３ 第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係
る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。

４ 第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自
己の債権の弁済を受ける権利を有する。

５ 前項の先取特権の順位は、民法 （明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般
の先取特権に次ぐものとする。

６ 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行
又は信託会社に委託することができる。

７ 会社法 （平成十七年法律第八十六号）第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百
九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

８ 第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事
項は、政令で定める。

第六十一条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 （昭和二十一年法
律第二十四号）第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、
機構の前条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。
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【特別資金援助の仕組み】

特別事業計画の履行確保

④特別資金援助④特別資金援助 ②計画の認定

＜特別事業計画への記載事項＞
①原子力損害の状況
②賠償額の見通し・賠償実施の方策
③中期的な事業収支計画を記載した書類
④経営合理化方策
⑤関係者に対する協力要請の方策
⑥資産・収支状況の評価
⑦経営責任明確化の方策
⑧資金援助の内容・額 等

＜特別事業計画への記載事項＞
①原子力損害の状況
②賠償額の見通し・賠償実施の方策
③中期的な事業収支計画を記載した書類
④経営合理化方策
⑤関係者に対する協力要請の方策
⑥資産・収支状況の評価
⑦経営責任明確化の方策
⑧資金援助の内容・額 等

原
子
力
事
業
者

資
金
援
助
の
申
込
み

機
構
（
運
営
委
員
会）

資
金
援
助
の
決
定

国債の交付

特別事業計画共同作成

主
務
大
臣
の
認
定

財
務
大
臣
等
に
協
議

機

構

国
債
の
交
付

国
債
の
償
還（
現
金
化
）

公表

原
子
力
事
業
者

Yes

No

東京電力

原子力損害賠償・
廃炉等支援機構

政
府

①特別事業計画を
共同作成・提出

①特別事業計画を
共同作成・提出

③国債交付③国債交付
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【第四次総合特別事業計画 （基本方針）】

（出典）東京電力ホールディングス株式会社「第四次総合特別事業計画の概要」（2021年7月21日）1頁



理事長 山名 元 京都大学名誉教授 ・前 国際廃炉研究開発機構理事長

副理事長 植松 信一 元 大阪府警察本部長、元 内閣情報官

理事（役員出向） 松重 友啓 元 北海道財務局長

理事（役員出向） 和爾 俊樹 元 独立行政法人日本貿易振興機構ベルリン事務所長

理事 山本 徳洋 元 日本原子力研究開発機構特別顧問

理事 玉川 宏一 元 原子力エネルギー協議会理事

理事（非常勤） 岸 郁子 四谷番町法律事務所

【機構の役員】
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監事（非常勤） 関根 愛子 日本公認会計士協会相談役

運営委員会 伊藤 邦雄 一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻 名誉教授

遠藤 典子 慶応義塾大学 グローバルリサーチインスティテュート 特任教授

大橋 弘 東京大学 副学長

北村 清士 株式会社東邦銀行 顧問

進藤 孝生 日本製鉄株式会社 代表取締役会長

増田 寬也 日本郵政株式会社 取締役兼代表執行役社長

又吉 由香 SMBC日興証券株式会社 サステナブル・ソリューション部 マネジング・ディレクター



【機構ホームページ】

https://www.ndf.go.jp/

【お問い合わせ先】

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 総務グループ

TEL ０３－５５７５－３８１０
FAX ０３－５５７５－３８１５

【機構ホームページ】

https://www.ndf.go.jp/

【お問い合わせ先】

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 総務グループ

TEL ０３－５５７５－３８１０
FAX ０３－５５７５－３８１５
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